
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
基
本
測
量
の
終
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
二

公

告

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
三

出
先
機
関

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

株
式
会
社
ラ

イ
フ
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
大
俵
字
和
田

四
二
三
の
六

短
期
入
所

生
活
介
護
ラ
イ
フ
ケ
ア

高
増
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
津

軽
の
里
豊
原
弘
前
市
大
字
豊
原

一
丁
目
四
の
一
一
平
成
二九･
五･
一

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
懸
樋
二

二
二
の
三

通
所
介
護
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
デ
イ
こ
こ

あ
す

五
所
川
原
市
字
栄

町
二
六

〃

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

青
森
県
報
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第
四
千
二
百
九
十
七
号

平
成
二
十
九
年

五
月
十
二
日

（
金
曜
日
）



株
式
会
社
ラ

イ
フ
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
大
俵
字
和
田

四
二
三
の
六

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

ラ
イ
フ
ケ
ア

高
増
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
津

軽
の
里
豊
原
弘
前
市
大
字
豊
原

一
丁
目
四
の
一
一
平
成
二九･
五･
一

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
懸
樋
二

二
二
の
三

介
護
予
防

通
所
介
護
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
デ
イ
こ
こ

あ
す

五
所
川
原
市
字
栄

町
二
六

〃

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一〇〇一

一六八

平
成
二九･
四･二五
社
会
福
祉

法
人
仁
正

会

三
戸
郡
三

戸
町
大
字

同
心
町
字

諏
訪
内
一

〇

老
人
保
健

施
設
ほ
ほ

え
み
三
戸

三
戸
郡
三

戸
町
大
字

同
心
町
字

諏
訪
内
一

〇

平
成
二九･
五･
一
介
護
老
人

保
健
施
設

〇二一〇〇一

一六九

〃

社
会
福
祉

法
人
秋
葉

会

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
八
太
郎

山
三
の
一

三
八

八
太
郎
山

居
宅
支
援

セ
ン
タ
ー

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
八
太
郎

山
三
の
一

四
〇

〃

訪
問
介
護

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
懸
樋
二

二
二
の
三

共
同
生
活

援
助

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
ハ
ウ
ス
こ

こ
し
あ

五
所
川
原
市
字
栄

町
二
六

平
成
二九･
五･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量
（
地
理
識
別
子
整
備
業
務
）

二

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

三

作
業
地
域

青
森
市

公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

（ ）2青 森 県 報 第4297号平成29年５月12日 金曜日



平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

髙
山
弘
樹

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
手
倉

橋
字
内
山
七
八

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
手
倉
橋
字
和
田
三
二
の

一

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ア
メ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

齋
藤
昇

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
富
田
四
丁
目
一
六
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
五
）
第
一
〇
〇
四
五
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

屋
根
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許

可
七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
エ
ア
ー
テ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

千
田
正

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
八
太
郎
一
丁
目
四
の
一
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
五
）
第
三
〇
〇
三
六
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
四
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

熱
絶
縁
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

田
中
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

田
中
茂

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大
沢
内
字
二
タ
見
四
五
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
四
）
第
六
五
六
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
四
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可
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建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

中
南
地
域
県
民
局
長

柏

木

司

地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年

月

日

白

沢

農
村
災
害
対
策
整
備
事
業

平
成
二八･一二･一九

新

法

師

た
め
池
等
整
備
事
業
（
用
排
水
施
設
整
備
）

二八･
一･二七

内

山

一
般
農
道
整
備
事
業

二七･一二･二四

沖

館

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
通
作
条
件
整
備
型
）

二七･一二･二四

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
二
日

三
八
地
域
県
民
局
長

津

島

正

春

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

〃

中
村

一
雄

谷
地

秀
典

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
上
大
谷
地
五
四
の
三

〃

〃

字
尻
引
七
二

平
成
二九･
三･三〇

〃
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


